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1. 札幌市の景観施策

札幌市における景観施策の経緯

景観施策

都市景観要綱

S63～ H10～
H 20 ～H16～

大規模建築物等の届出・協議
・景観形成指針による誘導
・対象：高さ31ｍ超など

都市景観賞（隔年実施・第１回～１４回）
・受賞件数：建築物等４７件、公園・緑地等２０件、

市民参加・イベント等１４件

H9～

H20～

S63～

H12～

H13～

S58～ H24～

都市景観委員会 ●S56.12提言

S56～ H10～

H25～

H21～H23

条例による指定制度
・都市景観重要建築物等

法（及び条例）に基づく
指定制度へ移行
（景観重要建造物、札幌景観資産）

法（及び条例）に基づく
景観計画重点区域へ移行

景観計画区域指定（全市域）

法に基づく届出・協議へ移行

景観法

路面電車沿線地区
の景観まちづくり

市民主体の景観資源
選出等の取組

地域との協働による
重点区域の基準見直し（駅前通北街区）

都市景観条例（旧）

都市景観基本計画

法 令

審議会等

計 画

届 出

・

協 議

景観資源

景 観
まちづくり

普及啓発

都市景観基本計画（継続）

都市景観条例（新）

都市景観審議会 ●H22.3提言

景観計画

自主条例制定前の施策 自主条例に基づく施策 法に基づく施策

H20～

景
観
施
策

都市景観形成地区の指定
・大通（S63）、札幌駅前通北街区（H4）、
札幌駅南口（H15）、札幌駅北口（H16）

・地区内の建築行為等の届出・協議



1. 札幌市の景観施策

平成28年年度
札幌市景観条例、札幌市景観計画の改定

平成29年4月
施行、運用開始

計画対象区域
札幌市の行政区域全域

計画期間
令和17年(2035年)までのおおむね20年間



1. 札幌市の景観施策

札幌市の景観形成の理念

「北の自然・都市・人が輝きを織りなす
美しい札幌の景観を創り上げる」

届出・協議
による
景観誘導

景観資源の
保全・活用

景観形成に
関する
普及啓発

地域ごとの
景観まちづくりの

推進

札幌市の良好な景観の形成に向けた「４つの取組」



1. 札幌市の景観施策

ある一定規模以上の建築物、工作物の工事を行う場合に
市への届出が必要となり、市は届出を受けた内容につい
て、景観への影響に関する協議を行っています。

届出・協議
による
景観誘導

外壁等の色彩 周辺との連続感や調和

主な協議の観点



1. 札幌市の景観施策

ある一定規模以上の建築物、工作物の工事を行う場合に
市への届出が必要となり、市は届出を受けた内容につい
て、景観への影響に関する協議を行っています。

届出・協議
による
景観誘導

外壁等の色彩協議 周辺との調和

協議による景観誘導事例



1. 札幌市の景観施策

景観を特色付けている自然や建築物、工作物、生活習慣
などを、良好な景観を形成するための大切な「景観資
源」であると捉え、これらが有効に保全・活用される取
組を積極的に推進しています。

景観資源の
保全・活用

景観重要建造物（景観法）

市の指定制度によるもの

札幌景観資産（札幌市景観条例）



1. 札幌市の景観施策

景観を特色付けている自然や建築物、工作物、生活習慣
などを、良好な景観を形成するための大切な「景観資
源」であると捉え、これらが有効に保全・活用される取
組を積極的に推進しています。

景観資源の
保全・活用

活用促進景観資源（札幌市景観条例）

市の登録制度



1. 札幌市の景観施策

地域ごとの魅力的な景観の形成を推進していくため、地
域の方々が主体的に関わり、地域特性を活かした景観を
保全・創出する景観まちづくりの取組を推進しています。

意見交換会の開催

地域ごとの
景観まちづくりの

推進

取組を行っている地区

２０２０．４時点



1. 札幌市の景観施策

良好な景観の形成に向けた市民・事業者の方々の関心を
高め、自発的な取組を促進していくために、景観への関
心の高まりに応じた多様な普及啓発の取組を展開してい
ます。

景観形成に
関する
普及啓発

主な取組の例



1. 札幌市の景観施策

良好な景観の形成に向けた市民・事業者の方々の関心を
高め、自発的な取組を促進していくために、景観への関
心の高まりに応じた多様な普及啓発の取組を展開してい
ます。

景観形成に
関する
普及啓発

市民・事業者の方々による自発的な取組の例
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２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

・地域の景観特性？

・地域の景観を印象付けるもの？

・地域らしい景観にするには？

・良好な景観につながる活動？

地域らしい景観が形作られるため
に必要なルール

地域らしい景観形成につながる取
組（活動）

目指したい将来の地域の景観の
共有

地域にとって大事にしたい景観資
源や、場所の共有

主役は
地域の方々



主役は
地域の方々

景観まちづくりに取り組むことで
良好な景観が形作られる

取組が共感を呼び、主体的で持続的な
景観まちづくりの取組につながる

２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観まちづくりによる好循環

まちの個性が育まれ
まちに対する愛着や誇りが醸成

個性的で魅力的な景観は、
多様なにぎわいや交流に繋がる



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

地域らしい景観が形作られるため
に必要なルール

地域らしい景観形成につながる取
組（活動）

目指したい将来の地域の景観の
共有

地域にとって大事にしたい景観資
源や、場所の共有 実行性？？

景観まちづくりの取組を通じて
地域で共有したこと



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

地域らしい景観が形作られるため
に必要なルール

地域らしい景観形成につながる取
組（活動）

目指したい将来の地域の景観の
共有

地域にとって大事にしたい景観資
源や、場所の共有

景観
まちづくり
指針

景観まちづくりの取組を通じて
地域で共有したこと

札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

景観まちづくり指針に定めること
ができるもの

【目標・方針】

地域の景観形成の目標と、その目標
を実現するための方針を定めます

【対象区域】

指針の対象となる区域を定めます

札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

（例）
札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

景観まちづくり指針に定めること
ができるもの

【景観形成基準】

目標・方針を踏まえ、地域における
景観形成の基準（まち並みのデザイ
ンコード）を定めます

【地域届出対象行為】

札幌市に対して届出が必要となる行
為について定めます
この行為に該当する場合、札幌市と
の景観協議が発生します

札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

（例）
札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

（例）
札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

景観まちづくり指針に定めること
ができるもの

【良好な景観の形成に資する活動】

地域がこれまで取り組んできた活動
なども含め、地域が一体となり主体
的に取り組む事により、地域の良好
な景観の形成につながる活動につい
て位置付ける

札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観
まちづくり
指針

（例）
札幌市景観条例に基づく

目標・方針

対象区域

景観形成基準
地域届出対象行為

良好な景観の形成に資する活動



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

札幌市景観条例に基づき、景観まちづくりの取組を支えるその他の制度

【地域景観まちづくり団体】

地域住民等により構成される団体であって、地域特性に応じた魅力的
な景観の形成に向けた取組を行うことを目的とするものを、地域景観
まちづくり団体として認定する制度

※市は必要に応じ、地域景観まちづくり団体に対し届出に関する情報
を提供することができるようになります。

【景観まちづくり助成金】

良好な景観の形成に寄与すると認められる行為を行おうとするものに
対し、その行為（活動など）に要する経費の一部を助成する制度

※助成対象は団体に限り、個人は対象外



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

地域らしい
景観の
将来像

景観まちづくり指針の策定
（届出・協議による景観誘導）

取組を
支える制度

地域の方々が主体的に地域の景
観のあり方について検討し、ま
ちの景観の将来像について共有

地域特性に応じた魅力的な景観
の形成に向けた取組を進める

行政は、地域の方々が共有した景観の将来像の実現に
向け、条例に基づく制度で取組を支える

景観まちづくり助成金 地域景観まちづくり団体



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観まちづくり指針策定地区

平成29年
ロープウェイ入口電停周辺地区
西15丁目電停周辺地区
定山渓地区

平成30年
宮の沢中央地区

景観まちづくりに取り組んでいる地区
（令和2年9月現在）

新さっぽろ駅周辺地区

苗穂地区



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観まちづくり指針策定地区の状況
（ロープウェイ入口電停周辺地区、西15丁目電停周辺地区、定山渓地区）

届出・協議
※地域届出対象行為に該当した案件
※2020年3月時点

平成29年度（2017年度） 3件

平成30年度（2018年度） 2件

令和元年度（2019年度） 13件

良好な景観の形成に資する活動
例）
もいわ山麓ゆきあかり
（ロープウェイ入口電停周辺地区）

※助成金活用

ラベンダー通り花植え活動
（宮の沢中央地区）



２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

その他の地区の状況

新さっぽろ駅周辺地区
※平成30年度から取組開始

ワークショップ３回開催
地域内アンケート実施

継続して取組を行い、令和２年度に
指針策定予定

苗穂地区
※平成30年度から取組開始

フォーラム開催、街歩きイベント

継続して取組を行い、令和３年度に
指針策定予定

地域景観まちづくり団体
２団体を認定

・札幌駅前通協議会
・定山渓まちづくり協議会



地域特性に応じた魅力ある景観形成

２．取組①～地域ごとの景観まちづくり～

景観まちづくりの取組展開イメージ

取組のきっかけ

景観まちづくりの検討

景観まちづくりの指針の策定・告示

景観まちづくりの指針に基づく
取組の展開
「届出・協議」
「活動の展開」

景観審議会による意見

札幌市からの働きかけ等

(第2次都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ)
・複合型高度利用市街地
・地域交流拠点
・高次機能交流拠点

これらに位置付けられ、大規
模再開発などによりまちが大
きく変わる機会を捉え、働き
かけを行っています。

地域の発意



１．札幌市の景観施策
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景観プレ・アドバイスの制度概要

景観プレ・アドバイスとは

・「景観プレ・アドバイス」とは、景観形成上重要な建築物等について、
計画の早い段階で専門家がアドバイスを行う制度。

・アドバイスを行うため、札幌市景観審議会に「景観アドバイス部会」を
設置し、事業者との意見交換を実施。

区分 アドバイスの対象 アドバイスの時期 部会の公開

構想段階の景観
プレ・アドバイス

建築に際し、都市計画の決定
又は変更が必要となる建築物
の計画

都市計画の案を、都市計画審
議会に付議する前まで

部会は、原則
非公開により実施

設計段階の景観
プレ・アドバイス

① 構想段階を実施したもの
② 大規模であるなど、特に

景観に与える影響が大き
い建築物等の計画

行為に着手する180日前まで
部会は、原則
公開により実施

３．取組②～景観プレ・アドバイス～



34

景観プレ・アドバイス実施の様子

３．取組②～景観プレ・アドバイス～



３．取組②～景観プレ・アドバイス～



３．取組②～景観プレ・アドバイス～



地域の魅力を高めていくためには、その土地の

特性に応じた景観形成のコンセプトのもとで設計

を進めることが重要である。そこで、景観形成に

おいて目指すものを整理し「約束」してもらうた

め、景観形成のコンセプト等について議論するこ

とを目的として、構想段階を実施する。

構想段階の実施目的

都市計画の決定又は変更の提案にあたり、

都市計画の企画内容をまとめた「企画提案

書」が提出されることから、この中に、景

観形成のコンセプトを記載してもらうこと

で、「約束」を都市計画の中に位置づける。

「約束」をどう位置付けるか

建築物等の計画を景観上優れたものとするため

には、景観形成において目指すものを「約束」す

るのみならず、それを適切な形で設計に反映して

いくことが必要となる。そこで、建築物等の設計

を景観上優れたものとするために必要な技術的な

サポートを行うことを目的として、設計段階を実

施する。

設計段階の実施目的

景観プレ・アドバイスにおいて出された

意見等を整理し、ガイドラインを作成する

とともに、部会における意見交換では、作

成したガイドラインの内容を踏まえて計画

内容を確認し、必要な助言を行う。

また、構想段階から実施した案件につい

ては、約束した景観形成のコンセプトを実

現するために必要な助言を併せて行う。

技術的サポートの実施方法

３．取組②～景観プレ・アドバイス～



ご清聴ありがとうございました


